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 2011 年(平成 23年)3 月 11日に発生した東日本大震災から今年で 11 年の歳月が経ちます。月日

が経っても鮮明に覚えている方，少しずつ記憶が薄れてしまっている方等おられるかと思いますが，時

折強めの地震があると大きな揺れにつながってしまわないかと身構えてしまうこともあります。さらに

現在進行形で新型コロナウイルスの感染拡大も加わり，防災や避難についても新たな考えや備えが必要

となっております。今回は，コロナ禍での災害対策の現状を調べてみましたので，皆さんと一緒に共有

して行きたいと思います。 

 

コロナ禍での災害対策 

分散避難 
 これまでは，災害が起きたら避難所に向かうとの考

え方でしたが，コロナ禍では避難所に多くの人が集ま

り，密集してしまうと新型コロナウイルス等の感染症

が広がってしまう危険性があります。その為，「避難

所」以外の避難先も考えておくことが大切です。例え

ば，親戚や知人宅，可能であれば在宅避難，さらにホ

テルや車中泊などができるか考えておきましょう。 

 

避難時の持物 

 避難する時は，普段服用しているお薬やお薬手

帳の他に，マスク，アルコール消毒液，体温計を

用意しましょう。避難所等で用意されていない場

合や在庫がきれてしまう場合も想定し，ご自身で

準備しておきましょう。 

 

避難先での過ごし方 
 避難先でも３つの密「密閉・密集・密接」を避けるこ

とが大切です。背を向けて座る，段ボールで間仕切りを

する等の工夫が考えられます。また床に雑魚寝するとほ

こりに付着した飛沫が舞い上がるので，段ボールベッド

で高さをとる，手すりやスイッチ等を触る前に手指の消

毒をする事で感染予防をしましょう。 参考：千葉県災害時における避難所運営の手引き及び NHK 特設サイト 



      

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第 167 回 利用者懇談会 
 

Ⅰ 意 見 箱（利用者の声）⇒今月はありませんでした。 
 
Ⅱ 3月の予定 
    ◎3 月は第 2日曜(3/13)を開所とします。3/6，3/20，3/27 は休みとなります。 

１) 3 / 3 (木) 清掃とちらし寿司の会 10:00～ 会費 200 円 申込 2/28 まで 
２) 3 / 7 (月) パン作り教室 10:00～ 内容はロールパンです 費用はシェア 申込 5日まで 
３) 3 /12(土) 清掃と唐揚げの会 10:00～ 会費 200 円 申込 10日まで 
       利用者懇談会もあります。 
４) 3 /17(木) 清掃と炒飯の会 10:00～ 会費 200 円 申込 14 日まで 
５) 3 /19(土) おやつ研究部 13:00～ 内容はお汁粉です 費用はシェア 
６) 3 /26(土) 清掃と餃子の会 10:00～ 会費 200 円 申込 24 日まで 
７) 3 /31(木) 健康さんぽ隊 10:00 出発以後 12:00 頃まで閉館 

自治体 提出期限 お問い合わせ先 

八千代市 
確認書の発行日から 

3 か月以内 

八千代市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 

電話番号：047-421-6746 

受付時間：午前 9 時から午後 5時まで(土・日、祝日を除く) 

習志野市 
令和 4年 5月 20 日
（金曜日）消印有効 

習志野市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 

電話番号：0570-047-025 

受付時間：午前 8 時 30分から午後 5 時 15 分(土・日曜日，祝日除く) 

鎌ケ谷市 
市が確認書を 
送付した日から 
３か月以内 

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金担当窓口 

電  話：047-404-8120 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で，様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮ら

しの支援を受けられる様に住民税非課税世帯等に，一世帯あたり 10 万円の臨時給付金が給付されます。

対象の皆さんのもとには確認書が届いていますか？申請はお済みですか？中には課税状況の確認ができず

保留となって案内が届いていない場合がある様です。案内に沿って確認書等の提出が必要で，期限は各自

治体で異なります。確認やお問い合わせは，各自治体のコールセンター等にご連絡ください。 

春の訪れ ～厳しい寒さもあと少し～ 
2 月は厳しい寒さや雪が積もった日もありましたが，少しずつ寒さもやわらぎ，三寒四温の季節が来て，

暖かく感じられる日も多くなっていくと思います。当センターや周辺でも，春の気配を感じる事ができたの

で，ご紹介致します。 

▲中庭のフキノトウ ▲春植えのじゃがいも(種芋) 

 

▲さんぽコースで見つけた菜の花 


